
『かわたな宿泊キャンペーン』を１０月１日から実施します  

 

○『かわたな宿泊キャンペーン』とは  

 新型コロナウイルス感染症の影響により、地域の経済活動が低迷している状況が続いています

が、「新しい生活様式」を実践しながら、この状況から早期回復する必要があります。  

 川棚町では、町民・県民の皆様、また県外からの観光客の皆様に、町内宿泊施設にお泊りいた

だくことにより、地域を盛り上げ、経済活動の回復に繋げていくために、宿泊費の一部助成をし

ます。  

 

○キャンペーン実施期間について  

 令和２年１０月１日（木）の宿泊分から令和３年３月３１日（水）の宿泊分まで  

 

○宿泊助成額について  

 「かわたな宿泊キャンペーン」登録事業者の宿泊施設に宿泊した場合に、宿泊料金の一部を助

成します。  

 ・県内在住のかた  １人１泊あたり  最大４，０００円  を助成します。  

 ・県外在住のかた  １人１泊あたり  最大２，０００円  を助成します。  

 

○宿泊対象施設について  

 「かわたな宿泊キャンペーン」登録事業者（9/30 現在）  

   

 

○利用の流れ  

①対象宿泊施設へ宿泊予約を申し込みます。  

②宿泊日当日のチェックイン時に「宿泊割引申込書」を記入し、提出します。  

 （「宿泊割引申込書」は宿泊施設にあります。住所確認のため免許証・保険証等の提示をお願い

します。）  

③宿泊施設での精算時に、助成額を差し引いた金額を支払います。  

 

○注意事項  

・国の「GoTo トラベルキャンペーン」との併用は可能です。  

・５，０００円（税抜）以上の宿泊プランが対象です。（宿泊プランについては宿泊施設に確認し  

てください。）  

・連泊される場合は、３連泊までが助成対象となります。  

・小学校、中学校及び高等学校が実施する修学旅行は対象外です。  

・宿泊されるかたは、旅行者向け「新しい旅のエチケット」にご留意いただき、新型コロナウイ  

ルス感染症の感染拡大防止のため、３つの密（密閉・密集・密接）を避け、マスク着用や手洗  

い・うがいなどのエチケットマナーをお守りください。  

・発熱等の症状があるかたの宿泊はご遠慮ください。  

 

○「かわたな宿泊キャンペーン」に関する問合せ先  

 川棚町役場産業振興課商工観光係  

 TEL 0956-76-8335（商工観光係直通）  FAX 0956-26-6125 

 e-mail：kanko@town.kawatana.lg.jp 


